
人
事
院
は
、
こ
れ
ま
で
お
知

ら
せ
し
て
き
た
と
お
り
、
今
年

の
人
事
院
勧
告
で

１
．
民
間
賃
金
の
低
い
地
域
（
都

道
府
県
別
の
平
均
賃
金
が
低

い
方
か
ら
１
２
県
）
と
比
較

し
官
民
給
与
格
差
分
を
引
き

下
げ
る

２
．
５
０
歳
台
後
半
層
の
引
下

げ
率
は
、
官
民
の
給
与
差
を

考
慮
し
て
設
定
す
る

３
．
行
政
職
俸
給
表
（
二
）
も

見
直
す
。

４
．
俸
給
水
準
の
引
き
下
げ
に

伴
い
、
地
域
手
当
の
支
給
地

域
を
拡
大
す
る
。
１
級
地
（
東

京
都
特
別
区
）
及
び
２
級
地

は

引
き
上
げ
る
。

５
．
職
務
・
勤
務
実
態
に
応
じ

た
手
当
に
つ
い
て

引
き
続

き
検
討
を
行
う
。

「
５
０
歳
代
後
半
職
員

に
お
け
る
官
民
格
差
が

相
当
程
度
存
在
し
て
い

る
」
と
し
て
、
５
５
歳

超
職
員
の
さ
ら
な
る
賃

金
引
き
下
げ
も
狙
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
人

事
院
は｢

ま
だ
５
％
以
上

の
差
が
あ
る｣

と
示
唆
し

て
き
ま
し
た
の
で
、
全

体
の
賃
金
引
き
下
げ
や

地
域
手
当
の
引
き
下
げ

な
ど
合
わ
せ
る
と
８
％

以
上
の
賃
下
げ
に
な
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

公
務
の
職
場
で
は
、

６
．
上
位
の
昇
給
号
俸
数
見
直

し
を
行
う
。

事
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
勧
告

を
強
行
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。こ

れ
ら
の
勧
告
は
、
官
民
比

較
の
方
式
と
し
て
、
下
位
１
２

県
の
平
均
賃
金
と
の
比
較
す
る

正
当
な
理
由
が
な
い
こ
と
等
多

く
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

年
齢
や
経
験
年
数
と
共
に
職
務

・
職
責
が
上
が
り
ま
す
。
一
方

民
間
の
場
合
は
、
一
定
の
年
齢

に
な
る
と
「
役
職
定
年
」
や
子

会
社
な
ど
へ
の
出
向
が
あ
り
、

そ
の
役
職
・
職
責
が
下
が
る
の

が
一
般
的
で
す
。

人
事
院
は
、
こ
れ
ま
で
の
ユ

ニ
オ
ン
と
の
会
見
の
中
で
も
こ

の
こ
と
を
認
め
、
さ
ら
に
「
５

５
歳
超
職
員
の
民
間
で
の
管
理

職
員
の
デ
ー
タ
ー
が
少
な
く
比

較
は
厳
し
い
」
と
回
答
し
て
い

ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
回
比
較
の
対
象

と
し
て
持
ち
出
し
て
き
た
の
が

厚
労
省
の
「
賃
金
セ
ン
サ
ス
」

（
常
用
労
働
者
１
０
人
以
上
を

雇
用
す
る
事
業
所
）
で
す
。
こ

の
「
賃
金
セ
ン
サ
ス
」
の
役
職

段
階
別
構
成
比
は
上
表
の
と
お

り
で
、
６
０
％
が
非
役
職
者
で

す
。
こ
れ
に
対
し
公
務
の
５
０

歳
代
後
半
層
の
多
く
は
５
級
以

上
で
あ
り
、
地
方
出
先
機
関
で

も
課
長
や
課
長
補
佐
な
ど
の
役

職
者
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
賃

金
セ
ン
サ
ス
」
で
は
非
役
職
者

中
心
の
民
間
給
与
と
役
職
者
中

心
の
公
務
の
給
与
の
比
較
と
な

り
、
意
図
的
に
５
０
歳
代
後
半

層
の
職
員
の
給
与
を
引
き
下
げ

る
た
め
だ
け
に
考
え
出
し
た
詭

弁
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
人
事
院
は
デ
ー
タ
の

公
表
は
頑
な
に
拒
否
し
て
い
ま

す
。
給
与
配
分
の
見
直
し
を
言

う
の
な
ら
級
別
官
民
格
差
を
明

ら
か
に
す
べ
き
で
す
。

民
調
や
国
公
実
態
の
デ
ー
タ

か
ら
の
推
測
に
よ
る
と
本
省
課

長
級
の
給
与
は
民
間
を
相
当
程

度
上
回
っ
て
い
る
（
１
２
，
０

０
０
円
～
７
８
，
０
０
０
円
程

度
）
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

デ
ー
タ
を
公
表
す
る
と
、
５

０
歳
代
後
半
層
で
な
く
、
キ
ャ

リ
ア
官
僚
が
多
く
を
占
め
る
９

・
１
０
級
の
配
分
見
直
し
を
行

わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
ら
、

公
表
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
恣
意
的
な
姿
勢
は

許
せ
ま
せ
ん
。

官
民
の
賃
下
げ
競
争
を
狙
う
政

府
の
策
謀
を
許
さ
な
い

小
泉
内
閣
が
実
施
し
た
「
三

位
一
体
改
革
」
に
よ
り
、
地
方

財
政
が
し
ぼ
み
、
地
方
公
務
員

賃
金
の
引
き
下
げ
や
そ
れ
に
準

ず
る
地
方
民
間
給
与
の
引
き
下

げ
が
続
く
中
で
の､

国
家
公
務

員
賃
金
と
の
格
差
を
国
家
公
務

員
の
賃
金
を
下
げ
る
こ
と
で
の

解
消
を
狙
っ
た
も
の
で
す
。
こ

の
こ
と
は
、
「
国
家
公
務
員
・

地
方
公
務
員
・
民
間
労
働
者
の

賃
下
げ
競
争
」
を
促
進
す
る
だ

け
で
、
結
局
は
、
全
て
の
労
働

者
の
賃
下
げ
に
つ
な
が
り
ま

す
。こ

う
し
た
政
府
の
策
謀
を
打

ち
砕
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現
在
取
り
組
ん
で
い
る｢

見

直
し
反
対
署
名｣

を
多
く
の
職

員
か
ら
集
約
し
、
人
事
院
地
方

事
務
局
交
渉
に
提
出
し｢

こ
の

怒
り
を
本
院
に
伝
え
よ｣

と
人

事
院
に
迫
り
ま
し
ょ
う
。
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今年の人事院勧告

給与の引き下げ、地域手当格差拡大を強行か
地方事務局から反対の声を上げよう

５
５
歳
超
職
員
は
８
％
を
上
回
る
大
幅
な
賃
下
げ
に

平
均
賃
金
が
低
い
と
さ
れ

て
い
る
１
２
県

青
森
・
岩
手
・
秋
田
・

山
形
・
鳥
取
・
島
根
・

高
知
・
佐
賀
・
長
崎
・

宮
崎
・
鹿
児
島
・
沖
縄

■５５～５９歳の人員及び所定内賃金
人 員 比 率 所定内賃金

部長級 3,335 10.8% 658,200
課長級 3,112 10.1% 543,600
係長級 2,521 8.2% 433,900
職長級 3,010 9.7% 461,000
非役職 18,749 61.0% 383,100
合計／平均 30,727 100.0% 441,012
[国家公務員給与等実態調査]H24
・55～59歳職員の多くは５級以上
に在職409,003(５級・高卒・３５年以上)

～538,992(１０級・大卒・３５年以上)

多
く
が
非
役
職
者
の
民
間
実
態
と
比
較

本
省
課
長
級
職
員
も
民
間
を
上
回
っ
て
い
る



ユ
ニ
オ
ン
の
調
査
に
よ
り
ま

す
と
、
２
０
１
４
年
４
月
現
在

全
国
で
１
７
２
の
係
長
ポ
ス
ト

が
空
席
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年

は
７
３
ポ
ス
ト
で
し
た
の
で
、

空
き
ポ
ス
ト
の
数
は
２
倍
以
上

に
な
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

組
織
的
に
は
、
事
務
所
係
長

８
１
ポ
ス
ト
・
出
長
所
係
長
９

１
ポ
ス
ト
、
職
種
的
に
は
、
事

務
系
９
５
ポ
ス
ト
・
技
術
系
７

７
ポ
ス
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

空
き
ポ
ス
ト
は
、
係
長
の
他
専

門
員
な
ど
や
局
係
長
・
官
ポ
ス

ト
に
も
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
専

門
員
等
は
係
長
と
同
様
事
務
所

で
８
１
の
ポ
ス
ト
が
空
い
て
い

ま
す
。

空
き
ポ
ス
ト
を
抱
え
る
課
長

や
出
張
所
長
は
係
長
・
専
門
員

等
の
業
務
も
こ
な
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
大
変
な
労

働
強
化
に
な
り
ま
す
。
一
部
は

併
任
で
埋
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
地
整
の

副
所
長
会
議
で
は｢

○
○
出
張

所
の
△
△
係
長
を
事
務
所
で
使

え｣

な
ど
の
や
り
と
り
が
さ
れ
、

ま
る
で
職
員
を
将
棋
の
駒
の
よ

う
な
扱
い
で
平
気
で
併
任
を
掛

け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
特

に
係
長
な
ど
の｢

ラ
イ
ン
ポ
ス

ト｣
は
、
組
織
の
骨
格
と
な
る

ポ
ス
ト
で
す
の
で
、
こ
れ
ら
の

｢

ラ
イ
ン
ポ
ス
ト｣

の
空
き
は
、

組
織
そ
の
も
の
の｢

空
洞
化｣

を

意
味
す
る
こ
と
に
な
り
由
々
し

き
事
態
と
い
え
ま
す
。

こ
れ
ら
欠
員
の
原
因
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
連
年
に
わ
た
る

大
幅
な
定
員
削
減
に
あ
り
ま

す
。業

務
の
実
働
部
隊
で
あ
る

｢

係
長
ポ
ス
ト｣

（
専
門
員
等
も
）

に
欠
員
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
分

課
長
・
出
張
所
長
や
他
の
職
員

の
労
働
強
化
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
明
白
で
す
し
、
当
局
の
都

合
で
併
任
を
掛
け
ら
れ
た
職
員

自
身
も
、
今
ま
で
以
上
の
労
働

強
化
に
な
り
ま
す
。
加
え
て
、

｢

過
去
に
例
を
見
な
い
大
規
模

な
災
害｣

が
頻
繁
に
発
生
し
て

い
る
現
在
、
職
場
の
空
洞
化
が

進
め
ば
国
民
の
期
待
に
も
応
え

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

な
ん
と
し
て
で
も
定
員
削
減

を
中
止
し
、
大
幅
な
増
員
を
勝

ち
取
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

定
数
改
善
に
も
悪
影
響

ユ
ニ
オ
ン
は
、
５
５
歳
ま
で

に
誰
で
も
６
級
昇
格
す
る
人
事

の
流
れ
を
要
求
し
て
い
き
ま
す

が
、
そ
の
際
局
課
長
・
補
佐
・

係
長
、
事
務
所
副
所
長
・
出
張

所
長
・
課
長
・
係
長
の
評
価
替

え
と
同
時
に
定
数
改
善
を
迫
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
と

き
こ
れ
ら
の｢

ラ
イ
ン
ポ
ス
ト｣

に
欠
員
が
あ
れ
ば
、
そ
の
評
価

に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。

全国で１７２の係長ポストが空席
局係長や官ポスト、事務所専門員等にも多くの空席が

組
織
の
空
洞
化
が
進
ん
で
い
る

課
長
・
出
張
所
長
な
ど
や
併
任
者
が
労
働
強
化
に

事務所出張所
事務 0 7
技術 0 3
事務 2 18 20
技術 8 9 9
事務 0 13 4
技術 0 3 20
事務 0 4 2
技術 1 2 7
事務 14 9 1
技術 21 8 10
事務 8 4 3
技術 14 0 5
事務 7 8
技術 6 2
事務 0 1
技術 0 0
事務 31 64 30
技術 50 27 51

四国

九州

合計

全国係長等ポスト空き実態

東北

北陸

関東

中部

近畿

中国

支部 職種
平成２６年４ 専門

員など

こ
れ
で
本
当
に
国
民
の
安
全
・
安
心
を
守
れ
る
の
で
し
ょ
う
か

事務所・出張所の危機管理体制
梅雨の時期を迎え各事務所では大雨による災害対策な

どに負われる時期になってきました。
職場では、連年にわたる大幅な定員削減の結果職員が

足りず、休祭日における災害時の体制確保に苦労されて
います。一部には、「そんなの全部業者にまかせろ｣との
乱暴な意見もありますが、私たち国土交通省に働く職員
の使命として、責任を持った対策を取ることは言うまで
もないことです。
ただ、余りにも定員が削減されているなかで現在は、

管理職員を中心に「命令のない｣待機の指示が出て、休
祭日はどこにも行けないで拘束されている実態が報告さ
れています。
職員の奉仕の上に｢危機管理体制」が成り立っている

という実態です。
国土交通省に働く多くの職員は、国民の安全安心を守

るという国土交通省の仕事に誇りを持ち、国民の負託に
応えるため、誠心誠意奮闘する決意でありますが、行政
として、職員の｢奉仕｣の上に体制を作り上げるのは問題
です。組織として余りにも姑息です。
私たち国土交通省管理職ユニオンは

「基本的に必要な要員は職員で補い危機管理体制を確立
すべき。それまでは人事の工夫やＯＢの活用、業務発注、
宿舎の確保など｣が必要と考えています。また、現在の
職員の奉仕の上にあぐらをかくやり方は改善し、正式に
｢待機命令｣を出し、責任の所在を明確にし、管理職特別
勤務手当の支給の対象にするなど金銭的にも保障をして
いく必要があるのではないでしょうか。


